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次期保健医療計画（周産期医療）の策定について 

１ 次期計画の策定について 

現行の保健医療計画の計画期間は令和５年度までであることから、国における第８次医療計

画の検討状況を踏まえながら、県の次期保健医療計画（計画期間：令和６年度～11年度）を策

定するもの。 

周産期医療体制についても、周産期死亡率（資料１－３）を全国水準とすることを目指して

いること等を踏まえ、小児、災害、救急等の他事業や、他疾患の診療体制との一層の連携強化

を図るため、引き続き保健医療計画において位置づける。（現計画の概要：資料１－２,４Ｐ） 

周産期医療に係る計画案の検討については、主に当部会において行う予定であるもの。 

なお、医療計画の策定については、県医療審議会に諮ることから、医療審議会（計画部会）

と連動した動きとなるもの。 

２ 国及び県の医療計画の策定スケジュールについて（本資料３Ｐ） 

  国においては、今後、周産期医療について有識者会議等で専門的に検討を行っていく予定。 

３ 周産期医療実態調査について 

分娩取扱医療機関数が、H23年度の 39から R4年度の 22と減少しており（資料１－５,５Ｐ）、

妊産婦への支援の必要性は更に増していることなどから、現状の課題を改めて洗い出すことを

目的として、県内に住所地を有する妊婦の受療動向や、医療機関の状況、分娩数等の実態、ま

た妊産婦の意向を把握するための調査を実施するもの。 

 

〔調査対象及び調査内容（イメージ）〕 

①医療機関【H28年度調査時と概ね同様】 

 ・医療機関の状況（病床数、職員数等）、 

・分娩取扱実績（産婦の住所地、分娩数等）、院内助産所分娩取扱実績 

・母体の搬送状況（搬送受入・依頼状況）、 

・新生児の搬送状況（搬送受入・依頼状況）、 

・健診実績（健診妊婦実人数、紹介先分娩取扱医療機関） 

 

②市町村【H28年度調査時と概ね同様】 

  ・分娩取扱医療機関ごとの分娩妊婦数 

・周産期医療情報ネットワーク「いーはとーぶ」登録者数 

・妊産婦支援のための事業実施状況（新規項目） 

 

③妊産婦（令和３年 10月以降に出産した又は出産予定の妊産婦）【新規に実施】 

   事務局において想定している質問項目 

・基本情報（年齢、居住地、健診を受けている医療機関の所在地、第何子か、リスクの有無 等） 

   ・居住地以外の市町村にある医療機関で健診を受けている（出産する）理由 

     □住んでいる市町村内には分娩を取り扱う産婦人科がないから 

     □医師等から、他市町村の医療機関を紹介されたから 

     □紹介されてはいないが、評判等を聞いて、その医療機関で受診したいと思ったから 
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     □里帰り出産をするため 

     □その他 

   ・健診や出産をする医療機関の場所に関する質問（現在の県の妊産婦支援策を示した上で） 

     □居住地から遠くても、リスクに備えた体制が整った医療機関を望む 

     □医療体制も大事だが、通院の負担が少ない近隣の医療機関を望む 

   ・行政からどのような支援を望むか 

 

〔調査実施時期〕 

①医療機関及び②市町村 

令和４年７月～８月 

③妊産婦 

調査項目を精査の上、別途実施する。 

 

〔調査対象期間〕 

①医療機関及び②市町村 

令和元年（１月～12月）及び令和３年（１月～12月） 

※ コロナ禍前と後の状況を把握するための期間設定であるもの。 

 ③妊産婦 

妊産婦については、現時点での意向を確認するもの。 

 

〔調査方法〕 

①医療機関及び②市町村 

 所定の調査様式（資料１－４）を対象機関に配付し、県に提出していただく。 

③妊産婦 

 県の「電子申請・届け出サービス」を用いて、妊産婦本人がスマートフォン等で回答する。 

 ※ アンケートページの QR コードを載せた用紙を各医療機関や市町村の保健福祉担当課、

母子サポート事業などを行う NPO 法人等に配付し、多くの妊産婦の回答を得られるよう

に御協力いただく。 

４ 現行の保健医療計画において掲げる現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ・ 出産の高齢化等により、リスクの高い分娩の割合が増加 

  ・ 産婦人科医師数（出産千対）は全国よりも低い水準が継続 

＜課題＞ 

周産期医療体制の充実・強化 

  各周産期医療機関が、妊娠のリスクに応じて周産期医療機能を分担し、周産期医療を適切に

提供できる体制を充実・強化する必要があります。（現計画 147頁） 

   ・ 周産期医療人材の確保・育成等の推進（医療従事者、救急隊員等への研修・支援） 

   ・ 地域で妊産婦を支える取組（「いーはとーぶ」の活用等による市町村と産科医療機関

との連携強化促進、妊産婦のアクセス支援の拡大等） 

   ・ 助産師の一層の活用推進（産前・産後ケア、助産師外来、院内助産等の推進） 
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（別紙） 

国及び県の医療計画の策定スケジュール（イメージ） 

①策定までの全体のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②令和４年度のスケジュール（周産期のみ抜粋） 

県 
(周産期

及び 

小 児 医

療分野) 

    

県 
(周産期 

医療体制) 

 

 

 

〇骨子案、中間案、最終案を各部会に

報告・意見聴取 

〇骨子案、中間案、最終案を各部会に

報告・意見聴取 

議題等を検討中 

○受療動向調査について 

〇医療提供体制に関する課題の

洗い出し 

〇安心・安全な周産期医療体制

の確保・充実に向けた検討 

周産期部会 

（３回開催予定） 

小児部会 

（複数回開催予定） 

小児・周産期 

協議会 

小児・周産期 

協議会 

周産期部会 

（複数回開催予定） 

小児部会 

（複数回開催予定） 

小児・周産期 

協議会 

【事務局】 
論点・課題の整理 

 

第１回 周産期部会 

  ・次期計画策定について 

【事務局】 
受療動向調査の実施・集計 
分析 第３回 周産期部会（２月頃） 

 ・課題に対応した周産期医療

体制、取組の方向性につい

て検討 

第２回 周産期部会（11月頃） 

 ・調査結果を踏まえた課題の洗

い出し 

【事務局】 

部会での検討を踏まえ、次期 
計画の方向性を整理 


